
事 業 番 号 1-38

登記情報システムの維持管理

登記事務の適正迅速化

総務課登記情報センター圭 鳶務拝長 小川秀樹

不動産登盲己法第2条第5号等
商業登記法第1条の2第1号等 登記情報システム業務･システム最適化計画

J業務委託等 (委託先等 :富士通(樵),東芝ソI)ユーシ]ン(樵),(秩)NTTデータほか )

□補助金 〔直接 ･間接〕 (補助克 : 実施主体 : )

□貸付 (貸付先 : )ロその他 (

平成15年7月17日各府省情報統括兼任者 (cI0)連綿会議において決定されたr電子政府構築計画｣
及び法務省行動計画において.現行登記情報システムについては.レガシ-システムとして見直すこととされ
た｡それを受けて,刷新可能性調査を行った後.平成16年11月1gElに ｢登記情報システムの業務 ･シス
テム最適化計画｣が決定され.公表された｡これに基づき,次期登記情報システムが平成19年度末までに開
発され 平成20年度から平成22年度までに全国の現行登記情報システムが次期豊吉己情報システムI=切り替
えられることとなった｡上音己最適化計画の策定に当たって は,システムを専用システムからオープンシステム
に変更し,機器の効率化をEgるなどして,運用経費の削減を行うこととLt=｡

次期登記情報システムを開発し.現行登記情報システムに替わり全国に導入する.

平成19年度までに次期登記情報システムの開発を完了し.平成20年度から平成22年
度末にかけて.全国の法務局･地方法務局の現行登記情報システムを次期登記情報システム
に切 り替える｡運用経費については.一般競争入札による調達を行い.経費の削減を図る｡

平成22年度概算要求額

18,139百万円

18.139百万円

地方公共団体の蓑負担がある場合､概算の総額

H21(当初予算)

H21(補正予算)

H22概算要求 左の金獲18.139百万円は.板書要求簸32.553百万円から国庫債務負担行為板
14.4T4百万円を除いた分である｡

次期登記情報システム機器等借料
次期豊吉己情報システム運用経兼 (保守.消耗品等)
現行登記情報システム機器等借料
現行登記特報システム運用経費 (SE作集権兼.通信運搬糞,消耗品費等)
オンライン登記申請処理システム運用緑葉(哉器借料･消耗品等)
オンライン登記申請処理システム機能開発委託軽糞

4.787.173千円
4,220.613千円
3.218,025千円
2.591,969千円
2.326.638千円
994.518千円



事 業 番 号 1｢38 f

法務省 豊吉己情報システムの維持管理

民事局 登記事務の適正迅速化

総務課登記情報センタ一室 平成18年度 l総務課最 小順 樹

~~~~現行の登記情報システムはメインフレームを中核とし.特定メーカー製のハード,ソフトで構築され
<ているため,オ-プン市場で安価なハード.ソフトを選択できず.新たな情報処理技術の活用も歯難
である 柔軟でコストパフォーマンス及びオープン性の高いシステムへ 行することにより 行政
~~~~サ-ビスの向上とコスト削減を図る○
国の重点施策であるインターネットを利用した各種申請.届出手続のオンライン化を推進するとと
もに,国民の負担轟9乱 利便性の向上に資することとなる.

宅誉1 なし

狸 酬 担 総務省.国土交通省及び国税庁に対し,路線価格を認定するための取引情報及び課税のための
基礎的情報として.登記の申請があつたもa)について.該当する登記情報の異動情報を提供して
いる.

【活動指榛名】′ 年度実績 .評価 一単位 H18年度 H19年度 H20年度

全国の登記簿の総不動産筆個数に対する移行完了筆個数の割合 % 92% loon 100%

入費記所数の割合

次期豊富己情報システムへの切替局数の割合 % - - 10%

鶴 96% 96% 92%

〔成果目標①〕平成1⊆)年度末までに,全国の登記情報の電子化を完了する○
〔成果目標(診〕平成20年度未までに.全国の登記所に対してオンライン申請を可能とする○
〔成果目標③〕L平成22年度未まで.=,全国の法務局 .地方法務局の現行登記情報システムを次期
登記情報システムに切り替え.平成23年度から登記情報システムの運用経蓑を大幅に削減する○

【成果指標名】/ 年度実績 .評価 単位 H18年度 Hlg*& H20年度

二一 7筆個数の割合 鶴 92% 100% 700%

鶴 〔不動産) 58% 〔不動産〕 97% ー00%記所数の割合 〔商業.法人〕52% 〔菌集.法人〕97%
次期登記情報システム-の切替局数の割合 鶴 - - 10%

義 〔成果日模(》】平成1g年度末時点において.目標を達成することができた○

〔成果目標②〕平成20年7月までに,目標を達成することができた.
〔成果目標③〕平成22年度末までに現行登記情報.システムと次期登記情報システムが並行揺動す
ることから.それぞれの機器借料及び運用経糞を要することとなるが.平成23年度には.平成-1
5年度の橡纂借料及び運用軽費と比較し,130億円程度の削減効果が得られる見込みである○

;.岩頭F●串.棚4,pl､-灘 わが国の登記制度と類似している韓国では,登記のコンピュータ化が完了しており.オンライン
申請も全登記所で可能となっている○

切ラ甘 平成16年l1月19日に決定された ｢登記情報システムの業務 .システム最適化計画｣1こ基づき,次期登記情報システムを平成19年度までに開発を完了させ.平成20年度から平成22年度までに現行登記情報システムを次期登記情報システム-切り替えて.運用経費の削減を図る○
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(平成15年度経費 約360億円) (平成お年度経費約230億円)

髄 癖 匪 一約130億円削減



(予算担当部局用)

｢妄重 言｢ 言古1

■幽 ■登記情報システムの維持管壇
■■-■■■ 平成2一年度当初予算額 l 平成22年度概算要求額

望.277I育即日 18,139l百万円

1.基本的考え方

○登記特別会計は､登記事務のコンピュータ化を図る等を目的として､昭和60年に設置○
平成18年に施行された行政改革推進法においては､登記コンピュータ整備が終了する
ことから､ ｢平成22年度末において一般会計に統合するものとする｣とされている○

○平成20年度から平成22年度にかけて､オープンシステムによる効率性の高いシステム
への切替えを行っているが､システム経費の積算等を見直すことで､更なる節減が
可能か検討が必要○

○登記事務のコンピュータ化のうち､移行業務(登記簿の電子化作業､平成19年度で終了)
については､(財)民事法務協会に随意契約 (平成18年度まで)で委託されてきており､
委託による収入と支出の差が同協会に蓄積されているが (協会の正味財産は平成20年
9月現在で50億円)､これをどのように活用することが適切か検討が必要○

2.見直しの方向性

○平成22年度は､登記特別会計が一般会計に統合されることとなっており､システム
整備にかかる経費を極力抑制し､丁層の効率化を図る必要があるo

○具体的には､登記情報システム経費について､システムエンジニア(SE)の単価や､
端末の価格､ハー ドウエア借料等を見直し､節減を図ることが可能ではないか○

【見直しの視点】
･人件費 (SE新規調達分) (24億円)
･22要求におけるSE単価1人月127-139万円は､平均的なSE単価81万円(｢積算.
単価｣(財)経済調査会調べ)に比べ過大であり､見直しが必要o
･ハー ドウエア借料 (5億円)
借料に対する保守料の比率 (44.3%)は各府省のシステム (概ね30%)に比べ
過大であり､見直しが必要o
･上記のほか､委託経費や消耗品等の事務費の見直しにより､更なる削減を図るo

○(財)民事法務協会に発生している剰余金については､国の業務委託によって生じて
きた経緯等を踏まえ､今後､登記事務を円滑に進めていく上で必要な事業に財源を




